

愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業費補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　県は、令和２年７月９日医政発0709第４号厚生労働省医政局長通知「認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事業の実施について」の別紙「認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事業実施要項」に基づき、医療法及び医師法の一部を改正する法律（平成30年法律第79号）の施行により、厚生労働大臣が、医療法（昭和23年法律第 205号）第７条に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、医師の確保を特に図るべき区域における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験を有するものであることの認定を行うこととなったことを受け、当該認定を受けた医師（以下「認定医師」という。）に対して、医師少数区域等での勤務を促すことにより、医師偏在の解消を図ることを目的に医師少数区域等に所在する病院又は診療所が行う事業に対し、愛媛県補助金等交付規則（平成18年愛媛県規則第17号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付する。

（補助対象経費等）
第２条　補助金交付の対象は、市町村、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、医療法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協その他厚生労働大臣が適当であると認める者が、支援の対象となる認定医師に対し負担する次に掲げる経費とする。
(１)　医師少数区域等で必要な医療等を学ぶための研修受講に必要な研修受講料及び旅費
(２)　医師少数区域等で必要な医療等を学ぶための新たな専門書購入に必要な図書購入費
(３)　専門領域のレベル維持のために他病院等で実績を積むために必要な旅費
２　前項の支援の対象となる認定医師とは、原則として同一の医師少数区域等所在病院又は診療所に週32時間以上（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号）の規定に基づき短時間勤務を行っている場合は原則として週30時間以上）勤務する医師をいう。

（補助金交付額の算定）
第３条　補助金の交付額は、次により算出された額の合計額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
（１）　別表の第１欄に定める種目ごとに、第２欄に定める基準額と第３欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
（２）  前号より選定された額と当該種目ごとの総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

（補助金の交付申請）
第４条　補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書（様式第１号）に、関係書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

（補助金の交付決定）
第５条　知事は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに前条の規定により申請書を提出した者に通知するものとする。

（補助事業の変更承認申請）
第６条　前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）について、内容の変更（事業の趣旨に影響を与えない程度の軽微な変更は除く。）をする場合は、あらかじめ補助事業変更承認申請書（様式第２号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

（補助事業の中止又は廃止）
第７条　補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第３号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

（実績報告）
第８条　補助事業者は、補助事業完了後、速やかに補助事業実績報告書（様式第４号）に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。

（補助金額の確定）
第９条　知事は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

（補助金の請求）
第10条　前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金精算払請求書（様式第５号）を別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

（補助金の交付）
第11条　知事は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

（補助金の概算払）
第12条　知事は前２条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することがある。
２　補助事業者は概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書（様式第６号）に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。

（指導監督）
第13条　知事は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査をし、指示を行い、又は報告を求めることがある。

（交付決定の取消し等）
第14条　知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において、既に補助金が交付されているときは、知事は、その全部又は一部の返還を命ずることがある。
　(1)この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
　(2)この要綱により知事に提出した書類に偽りの記載があったとき。
　(3)その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。

（消費税及び地方消費税の報告）
第15条　補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に関する仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、仕入れに係る消費税等相当額報告書（様式第７号）を速やかに知事に提出しなければならない。
２　知事は、前項に規定する報告書を受理した場合は、当該仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部の返還を命ずることがある。

（関係書類の保管）
第16条　補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした関係書類を備え、補助事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。

（その他）　
第17条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附　則
[bookmark: _GoBack]　この要綱は、令和６年９月６日から施行する。ただし、令和６年４月１日から補助事業者が実施した行為は、この要綱に基づき実施した業務とみなすものとする。

別表
	１　種目
	２　基準額
	３　補助対象経費

	研修受講経費
	認定を受けた医師1人当たり
次により算出された額
（１）研修受講料
１万円×勤務月数
（２）旅費
県内 2,000円×勤務月数
県外12,000円×勤務月数
	認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事業に必要な次に掲げる経費
旅費
雑役務費（研修受講料）

	専門書購入経費
	認定を受けた医師1人当たり
54,000円
	認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事業に必要な次に掲げる経費
備品費（図書）

	他病院勤務経費
	認定を受けた医師1人当たり
県内 4,000円×勤務月数
県外24,000円×勤務月数
	認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事業に必要な次に掲げる経費
旅費





様式第１号（第４条関係）

第　　　号　
年　　月　　日　

　愛媛県知事　　　　　　　様


申請者名　　　　　　　　　　印　　　


愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業費補助金交付申請書

　このことについて、愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業を下記のとおり実施したいので、愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業費補助金交付要綱第４条の規定により、関係書類を添えて申請します。


記

１　補助金申請額　　金　　　　　　　　円也

２　事業計画書（別紙１）

３　所要額調書（別紙２）

４　所要額明細書（別紙３）

５　添付書類
(1)歳入歳出予算（見込）書抄本
(2)その他参考となる資料

様式第２号（第６条関係）

第　　　号　
年　　月　　日　

　愛媛県知事　　　　　　　様


補助事業者名　　　　　　　　　　印　　　


愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業変更承認申請書

　令和　年　月　日付け愛媛県指令　第　　号で、補助金交付決定の通知があった標記事業を下記のとおり変更したいので、愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業費補助金交付要綱第６条の規定により、その承認を申請します。


記

１　変更の内容

２　変更する理由

３　補助金交付変更額
　　　　　既交付決定額　　　金　　　　　　　　円也
　　　　　変更承認申請額　　金　　　　　　　　円也
　　　　　差引増減額　　　　金　　　　　　　　円也

４　その他提出書類
　　　　必要に応じて次に掲げる書類
（１）様式第１号に準じるもの
（２）その他関係書類
 

様式第３号（第７条関係）

第　　　号　
年　　月　　日　

　愛媛県知事　　　　　　　様


補助事業者名　　　　　　　　　　印　　　


愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業中止（廃止）承認申請書

　令和　年　月　日付け愛媛県指令　第　　号で、補助金交付決定の通知があった標記事業を中止（廃止）したいので、愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業費補助金交付要綱第７条の規定により、その承認を申請します。


記

１　事業の中止（廃止）の理由



２　中止の期間（廃止の時期）
 

様式第４号（第８条関係）

第　　　号　
年　　月　　日　

　愛媛県知事　　　　　　　様


補助事業者名　　　　　　　　　　印　　　


愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業実績報告書

　令和　年　月　日付け愛媛県指令　第　　号で、補助金交付決定の通知があった標記事業の実績について、愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業費補助金交付要綱第８条の規定により、関係書類を添えて報告します。


記

１　事業実績報告書（別紙１）

２　所要額精算書（別紙２）

３　所要額明細書（別紙３）

４　添付書類
(1) 歳入歳出決算書抄本
(2) 医師少数区域経験認定医師証明書
(3)その他参考となる資料
様式第５号（第10条関係）

第　　　号　
年　　月　　日　

　愛媛県知事　　　　　　　様


補助事業者名　　　　　　　　　　印　　　


愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業費補助金精算払請求書

　令和　　年　　月　　日付け愛媛県指令　第　　　号で、補助金交付決定の通知があった標記補助金について、愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業費補助金交付要綱第10条の規定により、下記のとおり請求します。


記

一金　　　　　　　　　　　円也


　　　　　　内訳　　　交付決定通知額　　金　　　　　　　　円也
　　　　　　　　　　　概算払受領済額　　金　　　　　　　　円也
　　　　　　　　　　　今回請求額　　　　金　　　　　　　　円也

様式第６号（第12条関係）

第　　　号　
年　　月　　日　

　愛媛県知事　　　　　　　様


補助事業者名　　　　　　　　　　印　　　


愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業費補助金概算払請求書

　令和　　年　　月　　日付け愛媛県指令　第　　　号で、補助金交付決定の通知があった標記補助金について、愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業費補助金交付要綱第12条の規定により、下記のとおり請求します。


記

一金　　　　　　　　　　　円也


　　　　　　内訳　　　交付決定通知額　　金　　　　　　　　円也
　　　　　　　　　　　概算払受領済額　　金　　　　　　　　円也
　　　　　　　　　　　今回請求額　　　　金　　　　　　　　円也
　　　　　　　　　　　残額　　　　　　　金　　　　　　　　円也


様式第７号（第15条関係）

愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業費補助金に関する仕入れに係る
消費税相当額報告書


第　　　号　
年　　月　　日　

　愛媛県知事　　　　　　　様


補助事業者名　　　　　　　　　　印　　　


　令和　年　月　日付け愛媛県指令　第　　号で、補助金交付決定の通知があった標記補助金について、愛媛県医師少数区域等における勤務推進事業費補助金交付要綱第15条第１項の規定により、下記のとおり報告します。
記

１　補助金交付要綱第９条の補助金の額の確定額
（令和　年　月　日付け　　第　　　号による額の確定通知額）

金　　　　　　　　円也

２　消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（要返納相当額）

金　　　　　　　　円也

３　添付書類
　　２の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳等

